
スマートフォン等の使用に関するガイドライン 

 

スマートフォンやタブレット等の端末は大変便利なものですが、その反面、使い方を誤ると自分の不利

益となったり、他人とのトラブルに発展したりすることもあります。スマートフォン等を節度を持って

利用することは、学校に限ったことではなく、社会一般でも求められることです。 

高校での学習を充実させ、健全なコミュニケーションを図るために、次のガイドラインを守っていきま

しょう。ガイドラインに反し、授業の進行や雰囲気に影響を与えたり、他人への迷惑行為となったりした

場合は生徒指導の対象となります。 

 

①授業中や集会時はスマートフォン等を使用しない。使用とは以下の行為を含む。 

 ・ゲームで遊ぶ ・音楽等を聴く ・動画や写真を写す ・ＳＮＳアプリを操作する 

②授業や他人の発言、会話を無断で録音しない。 

③休み時間中であっても、音楽を大きい音量で流さない。 

④その他授業妨害や他人の迷惑になる使用はしない。 

 

 

 

 

ＳＮＳ利用に関するガイドライン 

 

SNS に関係するトラブルは現在社会問題になっており、時として重大な犯罪にまで発展し、大きな問

題となっています。自分自身及び他者の安心・安全や人権を守るために、以下のガイドラインを守りまし

ょう。 

 

①相手の許可なく勝手に写真や動画を撮影しない。 

②相手が嫌がる画像・動画、書き込み等を SNS上にあげない。 

③画像・動画や書き込み等をみだりに拡散しない。 

④法律やルール・マナーに反する画像・動画、書き込み等を SNS上にあげない。 

⑤自分の動画・画像についても安易に送信したり、SNS上にあげたりしない。 

 

・上のガイドラインに反すると、内容によっては違法行為に該当する場合もあります。他人の人権を侵 

害する行為になるのでＳＮＳの利用は十分に注意しましょう。違反した場合は生徒指導の対象となり 

ます。 

・ＳＮＳ上のトラブルに巻き込まれてしまった場合は、一人で悩まずに早い段階で担任や話しやすい 

人に相談しましょう。生徒相談室にもいつでも来てください。 
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